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主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

 特許庁が無効２０１２－８００１４０号事件について平成２９年２月２１日にし

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は，特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。

争点は，サポート要件の有無である。 

１ 特許庁における手続の経緯 

  (1) 原告は，平成１２年１月２８日，発明の名称を「回転角検出装置」とする

発明につき，特許を出願し（特願２０００－２４７２４号），平成１５年６月１３日，

設定登録（特許第３４３８６９２号）を受けた（請求項の数４。甲８。以下「本件

特許」という。）。 

  (2) 被告は，平成２４年８月３１日，本件特許を無効にするとの無効審判を請

求した（無効２０１２－８００１４０号）。 

 原告は，平成２４年１１月３０日，訂正請求をした（１回目）。 

 特許庁は，平成２５年６月１７日，上記訂正を認めた上，「本件審判の請求は成り

立たない。」との審決をした。 

 被告は，平成２５年７月２２日，知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め

て訴えを提起した（平成２５年（行ケ）第１０２０６号）。 

 知的財産高等裁判所は，平成２６年２月２６日，上記審決を取り消す旨の判決（以

下「第１次判決」という。）をし，同判決は確定した。 

  (3) その後，特許庁において，上記無効審判の審理が再開された。 

 原告は，平成２６年５月２２日，訂正請求をした（２回目）。 
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 特許庁は，平成２７年１月８日，上記訂正を認めた上，「本件審判の請求は成り立

たない。」との審決（以下「第２次審決」という。）をした。 

 被告は，平成２７年２月１２日，知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め

て訴えを提起した（平成２７年（行ケ）第１００２６号）。 

 知的財産高等裁判所は，平成２７年１１月２４日，上記審決を取り消す旨の判決

（以下「第２次判決」という。）をし，同判決は確定した。 

  (4) その後，特許庁において，上記無効審判の審理が再開された。 

 原告は，平成２８年１月１８日に訂正請求をし（３回目），さらに，同年７月６日

にも訂正請求をした（４回目。以下，この４回目の訂正請求を「本件訂正」という。）。 

 特許庁は，平成２９年２月２１日，本件訂正を認めた上，「特許第３４３８６９２

号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，そ

の謄本は，同年３月２日，原告に送達された（以下，この審決を「本件審決」とい

う。）。 

 原告は，平成２９年３月２５日，知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求め

て本件訴えを提起した。 

 ２ 本件訂正後の発明の要旨 

 本件訂正後の本件特許の請求項１～４の発明に係る特許請求の範囲の記載は，次

のとおりである（甲２７。下線部は訂正箇所を示す。以下，これらの発明をそれぞ

れ「本件訂正発明１～４」といい，本件訂正発明１～４を併せて「本件訂正発明」

という。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」といい，本件特

許の特許公報（甲８）記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。 

【請求項１】(本件訂正発明１) 

「自動車の電子スロットルシステムに用いる回転角検出装置であって， 

アルミニウム製の本体ハウジングと， 

この本体ハウジングの上側部に軸受を介して回転軸が回転支持され，この回転軸周

りの回動に応じて内燃機関の吸入空気量を制御するスロットルバルブと， 
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前記本体ハウジングの下側部に配置され，前記スロットルバルブを駆動するモータ

と， 

前記回転軸の先端部に固定され，前記回転軸の回転に応じて回転する磁石と， 

前記本体ハウジングの開口部を前記スロットルバルブ及び前記モータを一括して覆

い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製で縦長形状のカバーと， 

このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え， 

前記カバーは，自動車の電子スロットルシステムに使用される樹脂で成形され， 

前記カバーは，前記スロットルバルブと前記モータとを長手方向に配置する縦長形

状であり， 

前記カバーは，前記本体ハウジングにボルトで固定され， 

前記磁気検出素子は前記カバーの上部内側に前記磁石と同心状に配置されて，前記

磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され， 

前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記スロ

ットルバルブの回転角を検出する回転角検出装置において， 

前記カバーは，前記本体ハウジングに対して前記カバーの長手方向及び短尺方向の

位置ずれ発生が皆無でなく固定され， 

前記磁気検出素子は，前記カバーの熱変形による位置ずれが生じた際前記カバーの

長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい位置に，前記磁気検出素子の

磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置され，前記カバーの熱

変形による位置ずれが生じた際の磁気検出方向の位置ずれ量を小さくしていること

を特徴とする回転角検出装置。」 

【請求項２】(本件訂正発明２) 

「前記磁石は，前記スロットルバルブの回転に応じて回転する円筒状のロータコア
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に固定され， 

このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーに

モールド成形され， 

前記エアギャップは前記磁石と前記ステータコアとの間に形成され， 

前記ステータコアに直径方向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に前

記磁気検出素子が固定され， 

該磁気検出ギャップ部が前記カバーの長手方向に延びていることを特徴とする請求

項１に記載の回転角検出装置。」 

【請求項３】(本件訂正発明３) 

「検出精度が最も要求される回転角又はその付近で前記磁気検出素子の出力がゼロ

となるように前記磁石と前記磁気検出素子が配置されていることを特徴とする請求

項１又は２に記載の回転角検出装置。」 

【請求項４】(本件訂正発明４) 

「前記スロットルバルブの基準回転角又はその付近で前記磁気検出素子の出力がゼ

ロとなるように前記磁石と前記磁気検出素子が配置されていることを特徴とする請

求項１又は２に記載の回転角検出装置。」 

 ３ 審決の理由の要点 

 本件審決は，次のとおり，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～４の記載は，

特許法３６条６項 1 号に規定するサポート要件を満たしていないから，本件訂正発

明に係る特許は，無効とすべきものであるとした。 

  (1) 第２次判決で判示された事項（本項において記載している頁及び行は，第

２次判決の頁及び行である。） 

ア 明細書の記載について 

(ｱ) 「通常，熱変形は２次元的に発生するものではなく，３次元的にも生
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ずるものであると解される」（２８頁１４行～１５行） 

(ｲ) 「ボルト止めの数や位置に関する記載は，明細書本文中にも図面にも

ない。」（２８頁２３行～２４行） 

イ 本件訂正発明１の課題について 

 「訂正明細書によれば，訂正発明１の課題は，次のとおりである。すなわち，ス

ロットルバルブの回転角（スロットル開度）を検出する従来の回転角検出装置にお

いて，ホールＩＣ（ホール素子（磁気検出素子）と信号増幅回路とを一体化したＩ

Ｃ）を固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは，これを取り付

ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく，縦長形状に形成され

ているため，その長手方向の熱変形量が大きく，しかも，ホールＩＣの磁気検出方

向（磁気検出ギャップ部と直交する方向）とカバーの長手方向が平行になっていた

ため，カバーの熱変形によって，ステータコアと磁石とのギャップが変化して，磁

気検出ギャップ部を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっていたので，カバ

ーの熱変形によってホールＩＣの出力が変動しやすく，回転角の検出精度が低下す

るという欠点があった。そこで，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を

小さく抑えることができ，回転角の検出精度を向上することができる回転角検出装

置を提供することを目的とするものである。 

 上記によれば， 

Ａ 樹脂製のカバーは，これを取り付ける金属製の本体ハウジングに比べて熱膨張

率が大きいことにより，カバーの熱変形が生じ，本体ハウジングとの間に横（水平）

方向の相対的な位置ずれが生じること（以下「横すべり」ともいう。）， 

Ｂ カバーが縦長形状に形成されているため，長手方向の熱変形量が大きく，Ａの

横すべりの長さ（延び）は，短尺方向よりも長手方向が大きいこと， 

Ｃ Ｂの横すべりの結果，カバーに固定された磁気検出素子の位置がずれ，磁気検

出素子と金属製の本体ハウジングに固定された磁石との間のエアギャップが変化す

ること（以下「磁気検出素子と磁石との位置ずれ」ともいう。）， 



 

- 7 - 

Ｄ Ｃの位置ずれは，短尺方向よりも長手方向が大きいこと， 

が備われば，当業者は，訂正発明１の上記課題に直面し，これを理解できると解さ

れる。」（３０頁８行～３１頁４行） 

ウ カバーと本体ハウジングとの間の相対的な位置ずれ（横すべり）につい

て 

(ｱ) 「部材同士がボルトにより固定されていても，ボルト軸線と直角方向

の荷重を受けた場合に被締付け物間にすべりが発生する場合があるということが，

本件特許出願時点において機械工学における技術常識であったことが認められる。

したがって，原告主張するように（判決注：「原告の主張するように」の誤記と認め

る。），できるだけボルトを強く締めてカバーを固定するとしても，熱や振動によっ

ては，ボルトにゆるみが発生し，カバーと本体ハウジングとの間に横滑りが生じる

場合があり得ると解され，そのような場合を想定して課題を設定することは問題な

い。 

もっとも，カバーと本体ハウジングとの間の相対的な位置ずれ（横すべり）は，

常に生じるものではなく，審決が述べるように，ボルトの固定力がカバーに生じる

熱応力との関係において強い場合には，横すべりはそもそも生じず，ボルトの固定

力がカバーに生じる熱応力を下回る場合にのみ，横すべりが生ずる場合があり得る

ということになる。 

イ また，カバーの熱変形が生じ，本体ハウジングとの間に横方向の相対的な位置

ずれ（横すべり）が生ずるとしても，短尺方向よりも長手方向に大きくずれるとい

うこと（上記Ｂ）が常に生ずるものではない。 

すなわち，審決も，「熱膨張率が方向によらず均一であり，カバーが縦長形状であ

れば，その長手方向が短尺方向より大きい」としているように，カバーが均質組成

の平板形状でなかったり，カバー内部の温度分布が均一でなかったり，熱膨張によ

り３次元的に変形したりする場合には，実証実験を行うなどして確認しない限り，

縦長形状のカバーにおいて横すべりが生じるものとしたとしても，縦長形状のカバ
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ーの長手方向が短尺方向に比べて，熱変形量（延び）が常に大きくなるともいえな

い。」（３１頁１６行～３２頁１３行） 

(ｲ) 「ウ これらの点を措いて，カバー内部の温度分布を均一とするとと

もに，カバー自体が均質組成で，熱膨張により２次元的に変形し，３次元的変形量

は無視できるものと仮定したとしても，以下のとおり，横すべりの結果，横すべり

が長手方向に大きく生じること（上記Ｂ），磁気検出素子の位置がずれ，磁石とのギ

ャップが変化すること（磁気検出素子と磁石との位置ずれ，上記Ｃ），及び，その位

置ずれは，短尺方向よりも長手方向が大きいこと（上記Ｄ）が生じるとは限らない。 

すなわち，縦長形状のカバーにおいて，長手方向及び短尺方向の寸法変化（位置

ずれ）の大きさは，カバーのボルト等による係止位置とカバー内における磁気検出

素子の取付位置との相互の位置関係や，ボルト等の締付力と大いに関係するもので，

このことは当業者にとって明らかであり，審決も認めるところである。例えば，長

方形のカバーを，その左右の長辺に沿ってそれぞれ均等に３か所，計６か所をボル

ト等で係止した際に，熱応力とボルト固定力との関係で，カバーの熱応力が勝って

熱変形が生じ，かつ，その熱変形量について長手方向が短尺方向よりも大きいとし

たとしても，つまり，上記のＡ及びＢを満たすとしても，磁気検出素子をカバーの

中心点（対角線の交点）に配置した場合には，磁気検出素子の位置を起点として熱

変形が生ずることとなるから，長手方向にも短尺方向にも位置ずれは生じないこと

となる。また，左辺側のボルトの締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い場

合，右辺側ボルトの近傍の位置においては，短尺方向が長手方向に比べて寸法変化

（位置ずれ）が大きくなることは，当業者にとって明らかである。 

そうすると，磁気検出素子の位置は，少なくとも，長尺方向の熱変形の影響によ

り，短尺方向よりも大きく動く位置に配置される場合でなければ，訂正発明１の課

題に直面することはないといえるが，訂正発明１に係る特許請求の範囲には，前記

のとおり，カバーにおける磁気検出素子の位置についての特定はない。 

以上によれば，訂正発明１の特許請求の範囲の特定では，訂正発明１の前提とす
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る課題である「熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法

変化（位置ずれ）が大きくなること」に直面するか否かが不明であり，結局，上記

課題自体を有するものであるか不明である。 

そして，仮に，磁石と磁気検出素子とのずれが，短尺方向に大きく生じる場合に

おいては，磁石と磁気検出素子との間のエアギャップの磁気検出方向への寸法変化

は大きくなってしまうのであるから，訂正発明１の課題解決手段である「磁気検出

素子をその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交するよう配置」した

としても，出力変動は抑制されず，回転角の検出精度も向上しない。 

よって，訂正発明１は，上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものである

から，発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を

超えたものであり，サポート要件を充足するものとはいえない。」（３２頁１６行～

３３頁２４行） 

  (2) サポート要件についての判断 

ア 本件訂正後の請求項１において，「Ａ 樹脂製のカバーは，これを取り付

ける金属製の本体ハウジングに比べて熱膨張率が大きいことにより，カバーの熱変

形が生じ，本体ハウジングとの間に横（水平）方向の相対的な位置ずれが生じる」

ための要件が備わっているとはいえず，仮に上記「Ａ」の要件が本件訂正後の請求

項１に備わっているとしても，「Ｂ 縦長形状のカバーにおいて横すべりが生じる

ものとしたとしても，縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて，熱変形量

（延び）が常に大きい」ものとなるための要件が本件訂正後の請求項１に備わって

いるとはいえない。 

 したがって，本件訂正後の請求項１の記載から，当業者が，本件訂正発明１の課

題に直ちに直面するとはいえない。 

イ 本件訂正後の請求項１には，第２次判決で指摘された「カバーのボルト

等による係止位置とカバー内における磁気検出素子の取付位置との相互の位置関係

や，ボルト等の締付力」については何ら特定されていない。 
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本件訂正後の請求項１においても，「カバーの上部」の，磁気検出素子が配置され

る位置において，「前記カバーの熱変形による位置ずれが生じた際」，「前記カバーの

長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい」ものとなるための要件は，

依然として訂正後の請求項１に備わっていない。 

ウ 以上のとおり，本件訂正後の請求項１について，「熱変形により縦長形状

のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きく」なること

は明らかになっておらず，また，本件訂正後の請求項１により当業者が，「カバーの

上部」の，磁気検出素子が配置される位置において，「カバーの熱変形によって，ス

テータコアと磁石とのギャップが変化して，磁気検出ギャップ部を通過する磁束密

度が変化しやすい構成となっていたので，カバーの熱変形によってホールＩＣの出

力が変動しやすく，回転角の検出精度が低下するという欠点があった。」との課題に

直面するか否かは依然として不明であり，結局，訂正後の請求項１が上記課題自体

を有するものであるか不明である。 

 したがって，本件訂正後の請求項１は，「磁石と磁気検出素子とのずれが，長手方

向に生じ，出力変動が生じ，回転角の検出精度が低下する」との発明の課題を認識

し得ない構成を，依然として一般的に含むものであるから，発明の課題が解決でき

ることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり，特許法３

６条６項１号に規定する要件（サポート要件）を充足するものとはいえない。 

エ 本件訂正後の請求項２～４は，いずれも請求項１を引用する請求項であ

るが，本件訂正後の請求項１と同様の理由により，本件訂正後の請求項２～４の記

載は，特許法３６条６項第１号に規定する要件（サポート要件）を充足するものと

はいえない。 

第３ 原告主張の審決取消事由（サポート要件違反の判断の誤り） 

 第２次判決の拘束力は，本件訂正により遮断されており，本件訂正後の請求項１

～４は，サポート要件を満たしている。 

 １ 要件Ａ及びＢについて 
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(1) 本件訂正により，本件発明の回転角検出装置の用途は，自動車の電子スロ

ットルシステム用に限定された。 

そのことにより，本件発明の理解に自動車の電子スロットルシステムの当業者の

技術常識を用いることができるようになったところ，本件明細書の記載自体は本件

訂正により変更されていないが，前記当業者の理解を踏まえて本件明細書に接すれ

ば，位置ずれの発生が皆無でないこと，磁気検出素子の設置位置が位置ずれが生じ

た際には長手方向の変位が短尺方向より大きい位置であることは，明確であり，ボ

ルトの数や位置に関しても，自動車の電子スロットルシステムの当業者の技術常識

を踏まえて理解可能である。 

自動車の電子スロットルシステム用に使用される回転角検出装置（スロットルバ

ルブ角センサ）は，エンジンルームに設置されて長期間使用されるものであるので，

エンジンからの熱による冷熱サイクルや，エンジンの振動の影響を受けざるを得な

い。そのため，スロットルバルブ角センサは，カバーと本体ハウジングとの間の位

置ずれが極力発生しないように設計されるが，長期間の使用にわたって一切位置ず

れがないことを保証することは現実的でない。そのため，本件訂正後の本件発明の

磁気検出装置は，位置ずれの発生が皆無ではないとされている。 

第２次判決の拘束力は，横滑りの発生が一義的に導かれる回転角検出装置につい

て及ぶのであって，位置ずれが一義的に発生することを規定した磁気検出装置では

ない本件訂正発明には及ばないから，第２次判決の拘束力は遮断される。 

したがって，要件Ａは，本件訂正により解決されている。 

 (2) 本件訂正により，①用途，②本体ハウジングがアルミニウム製であること，

③カバーがスロットルバルブ及びモータを一括して覆うこと，④カバーを成形する

樹脂，⑤カバーがスロットルバルブとモータとを長手方向に配置する形状，⑥ボル

ト固定，⑦位置ずれ発生が皆無でないこと，⑧磁気検出素子はカバーの長手方向の

位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい位置に配置されること，⑨磁気検出素子

カバーの熱変形による位置ずれが生じた際の磁気検出方向の位置ずれ量を小さくし
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ていることが特定されているので，カバーの断面形状の特定がなくても，本件訂正

後の本件発明のカバーにつき，カバーの熱変形量が短尺方向より長手方向の方が大

きい点は特定されている。 

したがって，要件Ｂは，本件訂正により解決されている。 

  (3) 自動車の電子スロットルシステムに携わる当業者の理解に基づくと，カ

バーが平板であることが本件訂正発明の必須要件ではないことが理解可能である。

なぜなら，自動車の電子スロットルシステムに用いられるカバーの場合，平板状で

なくても縦長形状であれば，長手方向の熱膨張の方が短尺方向の熱膨張より大きく

なると理解できるからである。 

また，自動車の電子スロットルシステムに携わる当業者の理解に基づけば，カバ

ーが熱膨張によって３次元的変形した場合，３次元的変形のみで２次元的変更を伴

わないとは判断しない。なぜなら，３次元的変形が生じた場合でも，２次元的な変

形（位置ずれ）も生じ得ると理解するのが通常であるからである。 

さらに，自動車の電子スロットルシステムに携わる当業者の理解に基づいて判断

すると，カバーの内部温度分布が均一であることが理解できる。なぜなら，自動車

の電子スロットルシステムに使用されるカバーは，エンジンルームに配置されるの

で，外部（エンジン）からの熱の影響が支配的となり，電子スロットルシステム自

体の発熱源としてモータの発熱は外部（エンジン）熱に比して無視できるからであ

る。 

２ 要件Ｃ及びＤについて 

(1) 本件審決は，（ⅰ）本件発明は，本件訂正によってもボルトの係止位置や

ボルトの締付力が特定されていないので，長方形のカバーをその左右の長辺に沿っ

てそれぞれ均等に三箇所，計六箇所をボルト等で係止し，かつ，左辺側のボルトの

締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い磁気検出装置を含む，(ⅱ)その場合，

右辺側ボルトの近傍の位置において短尺方向が長手方向に比べて寸法変化（位置ず

れ）が大きくなることは当業者にとって明らかであるとの第二次判決は，当審を拘
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束するとしているが，(ⅱ)については，本件訂正により，本件発明の用途を自動車

の電子スロットルシステム用に限定し，磁気検出装置の取付位置やカバーの固定態

様等を減縮訂正したことにより，当業者の理解が異なる。 

当業者は，左辺側のボルトの締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い結果，

右辺側のボルト近傍で位置ずれが生じると想定した場合，右辺側ボルト近傍での位

置ずれは，短尺方向にも長手方向にも位置ずれが生じると考えるのが通常である。

すなわち，本件訂正により，カバーは，カバーの長手方向及び短尺方向の位置ずれ

発生が皆無でなく固定されること，磁気検出素子は，カバーの熱変形による位置ず

れが生じた際，カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい位置

に配置されることが特定されているので，自動車の電子スロットルシステムの当業

者は，ボルト近傍で位置ずれが生じ得る場合には，特定の一定方向のみ（短尺方向

のみや長手方向のみ）にずれが生じ得るものではなく，全方向に発生し得ると理解

する。そのため，右辺側ボルト近傍で位置ずれが発生すれば，その位置ずれ量は，

長さの長い長手方向の量が短尺方向の量より大きくなると理解する。 

そのため，(ⅱ)に関する第２次判決の拘束力は，遮断されている。 

要件Ｃは，位置ずれの発生であるが，自動車の電子スロットルシステムに携わる

当業者にとって，カバーと本体ハウジングとの固定が一切位置ずれが生じないと判

断することは通常でない。自動車の電子スロットシステムに携わる当業者は，位置

ずれの発生を前提とした（位置ずれ発生が皆無でない）設計をせざるを得ない。 

したがって，要件Ｃは，本件訂正により解決されている。 

(2) 要件Ｄは，位置ずれが短尺方向より長手方向が大きいことである。 

位置ずれはボルトが緩む結果であり，ボルトが緩むことはボルトの変形によって

締付け力（予張力）が低下することを意味しており，その原因としては非回転ゆる

みと回転ゆるみとが挙げられている（甲１４，２５）。そして，ボルトの締付け力（予

張力）の低下はボルトの軸線と直角な平面内で一様に生じ，ボルトの軸線と直角な

平面の内の特定の一方向（カバーの長手方向）にのみ生じたり，ボルトの軸線と直
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角な平面の内の他方向（カバーの短尺方向）では生じなかったりするものではない。 

したがって，位置ずれが発生することと，位置ずれの方向が全方向に及ぶことと

は，実質的に同じである。ただし，位置ずれが生じることと位置ずれの量とは異な

る。位置ずれの量は，長さの長い長手方向の方が，長さの短い短尺方向より大きく

なる。 

したがって，要件Ｄは，本件訂正により解決されている。 

(3) 本件審決は，左右六箇所でボルト固定する仮設事例は，短尺方向が長手方

向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなることを具体的に説明するための事例

であるので，仮設事例自体を反論の対象としたところで，第２次判決の拘束力は失

われないとしている（本件審決３７頁～３８頁）。 

しかし，たとえ仮設事例であるとしても，その考えが第２次判決の判断に直接影

響を及ぼす主要事実であれば，看過できるものではない。 

本件訂正により，当業者の認識が本件訂正前と異なるものとなった結果，第２次

判決の仮設事例は，短尺方向が長手方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくな

ることを説明するための事例としては不適切な事例となっており，第２次判決の拘

束力は遮断される。 

 (4) 「長期間の使用の後では各ボルトの締付け力は平衡する」ことは，本件明

細書には記載がない。しかし，ボルトの締付け力にばらつきがあった場合でも，締

付け力の大きなボルトには締付け力の小さいボルトよりより大きな熱応力が加わる

結果，締付け力の大きなボルトであってもボルトの緩みは避けられず，長期間の使

用の後では，各ボルトの締付け力は平衡すると考えるのは，自動車の電子スロット

ルシステムの当業者の技術常識にそう考えである。そして，位置ずれ発生が皆無で

なく固定されるとの本件発明の理解にこの当業者の技術常識を参照することに誤り

はない。 

３ 小括 

したがって，本件審決は請求項１のサポート要件についての判断を誤っており，
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請求項１はサポート要件を満たしている。 

この請求項１に従属する請求項２～４も，サポート要件を満たしている。 

第４ 被告の主張 

原告は，本件訂正によって，多くの事項を盛り込んではいるが，本件訂正明細書

には，ボルトの数及び位置の明示はなく，磁気検出素子と磁石との位置ずれが短尺

方向よりも長手方向で大きいものとなるための条件は示されていない。 

この一事をもってしても，本件訂正後の特許請求の範囲にも第２次判決の論理が

そのまま当てはまり，本件訂正によってもサポート要件違反が解消していないこと

は明らかである。 

 １ 要件Ａ及びＢについて 

  (1)ア 第２次判決は，課題が「一義的に導かれる」ことを求めているから，サ

ポート要件充足のために特定されねばならない技術事項として第２次判決が挙げる

横すべりが生じること（要件Ａ）も，「一義的に導かれる」必要がある。  

そして，「位置ずれが発生し得ること，即ち，位置ずれの発生が一切ないとはいえ

ないことは，明らかであ」ったとしても，「横すべりが発生しない可能性も多分にあ

る」（本件審決３１頁下から７及び８行目）以上，横すべりの発生が「一義的に導か

れる」ことはなく，要件Ａは特定できていない。 

  イ 原告は，「カバーと本体ハウジングとの固定は，カバーの長手方向及び短

尺方向の位置ずれ発生が皆無でなく固定されること」と特定すれば，要件Ａは特定

されたかのように主張しているが，このような記載では，どのような場合に横すべ

りが発生するのか，当業者は理解できない。 

横すべりは，ボルト固定力の強さ，カバーのたわみやすさ，熱応力の大きさなど

様々な変数が組み合わさったごくわずかの場合にしか生じないものである上，各変

数がどのように組み合わされば横すべりが生じるかは，特許請求の範囲にも，発明

の詳細な説明にも記載がなく，当業者にどのような場合に横すべりが発生するかを

理解する術はない。 
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 (2) 原告が主張する①，②～④，⑥及び⑦を明らかにしても，短尺方向よりも

長手方向の方が大きく横滑りするかは不明である。 

⑤は，短尺方向よりも長手方向の方が大きく横すべりするための前提条件（短尺

方向と長手方向という概念が存在する前提）ではあっても，長手方向よりも短尺方

向の方が大きく横すべりする場合も含む（短尺方向に横すべりする可能性もある）

から，要件Ｂを特定するには足りない。 

⑨は，短尺方向よりも長手方向の方が大きく横すべりすることの結果であって，

短尺方向よりも長手方向の方が大きく横すべりすることを特定するものではない。 

⑧は，「磁気検出素子はカバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより

大きい位置に配置する」というものであり，このような訂正では，回転角検出装置

を具体的にどのような構成にすれば，短尺方向よりも長手方向の方が大きく横すべ

りする状態が常に生じるのか，その条件を読み取れない。 

課題そのものを記載した⑧では，具体的にいかなる場合に課題に直面するのかは

理解できない。 

したがって，要件Ｂは特定されていない。 

 (3) 第２次判決は，内部で発生するモータの発熱と外部から受けるエンジン

ルーム内の熱の大きさには一切言及していない。第２次判決が「カバー内部の温度

分布を均一とするとともに，カバー自体が均質組成で，熱膨張により２次元的に変

形し，３次元的変形量は無視できるものと仮定したとしても」（３２頁下から１１行

目以降）として，温度分布に触れたのは，カバー全体の温度が均一であることが，

長尺方向の方が短尺方向よりも熱変形量が大きいという論理的帰結を導くために整

えなければならない条件の一つであることを示したことによる。 

２ 要件Ｃ及びＤについて 

(1) 要件Ｃ及びＤが回転角検出装置の具体的な構成によって特定されなけれ

ばならないこと，言い換えれば，磁気検出素子と磁石との位置ずれが短尺方向より

も長手方向で大きいものとなるための条件が示される必要があることは，第２次判



 

- 17 - 

決が「固定された磁力検出素子が位置ずれを起こすと仮定しても，磁力検出素子が

固定された箇所における位置ずれは，長手方向が短尺方向と比較して大きくなけれ

ばならないところ，どの部分がどのように変形し，磁気検出素子と磁石との位置ず

れに影響するかは，ボルト固定の数や位置，磁気検出素子の位置，ボルトまでの距

離などを具体的に検討しなければ，明らかにならない。」（３６頁下から４行目以降）

としていることからも明らかである。 

しかし，本件訂正後の請求項１に「カバーのボルト等による係止位置とカバー内

における磁気検出素子の取付位置との相互の位置関係や，ボルト等の締付力」を特

定する事項は盛り込まれておらず，要件Ｃ及びＤは，特定されていない。 

 (2) 原告は，「自動車の電子スロットルシステムの当業者は，ボルト近傍で位

置ずれが生じ得る場合には，特定の一定方向のみ（短尺方向のみや長手方向のみ）

にずれが生じ得るものではなく，全方向に発生し得ると理解する。そのため，右辺

側ボルト近傍で位置ずれが発生すれば，その位置ずれ量は，長さの長い長手方向の

量が短尺方向の量より大きくなると理解する。」と主張する。 

しかし，なぜ「自動車の電子スロットルシステムの当業者は，ボルト近傍で位置

ずれが生じ得る場合には，特定の一定方向のみ（短尺方向のみや長手方向のみ）に

ずれが生じ得るものではなく，全方向に発生し得ると理解する」のか，その理由が

不明である。 

(3) 本件訂正発明１の特許請求の範囲には，「磁気検出素子は，前記カバーの

熱変形による位置ずれが生じた際，前記カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の

位置ずれより大きい位置に・・・配置され」と記載されているが，これでは単なる

願望を記載したにすぎず，具体的にどのような条件が組み合わされば磁気検出素子

と磁石との位置ずれが短尺方向よりも長手方向で大きいものとなるのか，理解でき

ない。 

(4) 本件訂正明細書の記載を参照しても，磁気検出素子と磁石との位置ずれ

が短尺方向よりも長手方向で大きいことを特定することは不可能である。 
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仮に，本件訂正発明１の特許請求の範囲において，「磁気検出素子が長手方向の位

置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい位置に配置される」ことが特定されている

のであれば，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載した

ことになり，いずれにせよ，サポート要件に違反する。 

３ 小括 

以上のとおり，本件訂正発明１の特許請求の範囲において，要件Ａ～Ｄはいずれ

も特定されていないから，特許請求の範囲に記載された発明は，発明の詳細な説明

の記載等や出願当時の技術常識に照らしても，当業者が当該発明の課題を解決でき

ると認識できる範囲を超えたものであり，本件訂正発明１の特許請求の範囲の記載

はサポート要件を満たしていない。 

本件訂正発明２～４の特許請求の範囲の記載についても，同様である。 

第５ 当裁判所の判断 

 １ 本件訂正発明 

(1) 本件訂正発明は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本件訂正明細

書（甲８，２７）には，以下の記載がある。 

「【０００１】 

【発明の属する技術分野】本発明は，磁気検出素子と磁石を用いて被検出物の回転

角を検出する回転角検出装置に関するものである。 

【０００２】 

【従来の技術】自動車の電子スロットルシステムでは，例えば，図８に示すよう

に，金属製（例えばアルミニウム製）のスロットルボディー１に，スロットルバル

ブ２の回転軸３を回動自在に支持し，スロットルボディー１の下側部に組み付けた

モータ４によって減速機構５を介してスロットルバルブ２を回転駆動する。そし

て，スロットルバルブ２の回転軸３を回転角検出装置６のロータコア７に連結し

て，ロータコア７の内周面に磁石８を固定している。一方，スロットルボディー１

の開口部を覆う樹脂製のカバー９にモールド成形されたステータコア１０をロータ
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コア７の内周側に同軸状に位置させ，磁石８の内周面をステータコア１０の外周面

に対向させるとともに，ステータコア１０に直径方向に貫通するように形成された

磁気検出ギャップ部５１にホールＩＣ５２を固定している。 

【０００３】この構成では，磁石８の磁束がステータコア１０を通って磁気検出ギ

ャップ部５１を通過し，その磁束密度に応じてホールＩＣ５２の出力が変化する。

磁気検出ギャップ部５１を通過する磁束密度は，磁石８（ロータコア７）の回転角

に応じて変化するため，ホールＩＣ５２の出力信号から磁石８の回転角，ひいては

スロットルバルブ２の回転角（スロットル開度）を検出することができる。 

【０００４】 

【発明が解決しようとする課題】上記従来の回転角検出装置では，ホールＩＣ５２

を固定するステータコア１０をモールド成形した樹脂製のカバー９は，これを取り

付ける金属製のスロットルボディー１に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカ

バー９は，スロットルボディー１の下側部に配置されたモータ４や減速機構５を一

括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大

きくなる。 

【０００５】ところが，従来構成では，図８（ｂ）に示すように，ホールＩＣ５２

の磁気検出方向（磁気検出ギャップ部５１と直交する方向）とカバー９の長手方向

が平行になっていたため，カバー９の熱変形によって，磁気検出ギャップ部５１の

ギャップやステータコア１０と磁石８とのギャップが変化して，磁気検出ギャップ

部５１を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっている。このため，カバー９

の熱変形によってホールＩＣ５２の出力が変動しやすく，回転角の検出精度が低下

するという欠点があった。 

【０００６】本発明はこのような事情を考慮してなされたものであり，したがっ

て，その目的は，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えるこ

とができ，回転角の検出精度を向上することができる回転角検出装置を提供するこ

とにある。 
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【０００７】 

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために，本発明の請求項１の回

転角検出装置では，アルミニウム製の本体ハウジングの上側部にスロットルバルブ

を下側部にこのスロットルバルブを駆動するモータを配置し，この本体ハウジング

の開口部をスロットルバルブ及びモータを一括してカバーで覆い，カバーを本体ハ

ウジングより熱膨張率が大きい樹脂製とし，且つ，カバーをスロットルバルブとモ

ータとを長手方向に配置する縦長形状として，カバー側に磁気検出素子を固定する

場合に，該磁気検出素子をその磁気検出方向と縦長形状のカバーの長手方向が直交

するように配置したものである。且つ，本発明の請求項１の回転角検出装置は，自

動車の電子スロットルシステムに用いるものであって，カバーと本体ハウジングと

の固定が縦長形状カバーの長手方向及び短尺方向の位置ずれが一切生じないという

ものではない。そして，カバーに熱変形による位置ずれが生じた際，縦長形状カバ

ーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きくなる位置に磁気検出素子

が配置されている。このようにすれば，磁気検出素子の磁気検出方向がカバーの短

尺方向となり，カバーの熱変形による磁気検出方向の寸法変化を小さくすることが

でき，即ち，磁石と磁気検出素子との間に形成されたエアギャップの磁気検出方向

の寸法変化を小さくすることができ，磁気検出方向の磁束密度の変化を小さくする

ことができる。これにより，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さ

く抑えることができ，自動車の電子スロットルシステムに用いられるスロットルバ

ルブの回転角の検出精度を向上できる。 

【０００８】本発明を実施する場合は，スロットルバルブの回転軸の回転に応じて

回転する円筒状のロータコアに磁石を固定し，このロータコアの内周側に同軸状に

配置するステータコアを樹脂製のカバーにモールド成形し，ステータコアに直径方

向に貫通するように形成された磁気検出ギャップ部に磁気検出素子を固定した構成

が考えられる。この場合は，磁石とステータコアとの間にエアギャップが形成され

る。そして，請求項２のように，磁気検出ギャップ部がカバーの長手方向に延びる
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ように構成すると良い。この構成では，磁気検出素子の磁気検出方向がカバーの長

手方向と直交し，磁気検出方向がカバーの短尺方向となるため，カバーの熱変形に

よる磁気検出方向の寸法変化を小さくでき，磁気検出ギャップ部のギャップの変化

やステータコアと磁石とのギャップの変化を小さくすることができて，磁気検出ギ

ャップ部を通過する磁束密度の変化を小さくすることができる。これにより，カバ

ーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小さく抑えることができ，自動車の電

子スロットルシステムに用いられるスロットルバルブの回転角の検出精度を向上す

ることができる。」 

「【００１２】【発明の実施の形態】 

・・・ 

【００１５】一方，スロットルボディー１５の右端開口部を覆う樹脂製のカバー２

４は，スロットルボディー１５の下側部に配置されたモータ１６や減速機構２０を

一括して覆うように縦長の形状（図２参照）に形成され，カバー２４の上部内側に

は，ホールＩＣ２５が配置されたステータコア２６とスペーサ２７がモールド成形

されている。このカバー２４をスロットルボディー１５にボルト等で固定すること

で，ステータコア２６，ホールＩＣ２５がカバー２４の内側に固定された状態で組

み付けられている。これにより，カバー２４の内側の空きスペースに，ロータコア

２１，磁石２２，ステータコア２６，ホールＩＣ２５等からなる回転角検出装置２

８が収納されている。尚，カバー２４の下部内側には，モータ端子２９と接続する

ためのコネクタハウジング３０が一体に形成され，このコネクタハウジング３０内

のコネクタピン３１がモータ端子２９に接続されている。 

【００１８】・・・各ホールＩＣ２５は，ホール素子（磁気検出素子）と信号増幅

回路とを一体化したＩＣであり，磁気検出ギャップ部３４を通過する磁束密度（ホ

ールＩＣ２５に鎖交する磁束密度）に応じた電圧信号を出力する。 

【００２０】尚，図１に示すように，カバー２４の上部周縁には，ステータコア２

６と同心状に円弧状凹部３６が形成され，この円弧状凹部３６を，スロットルボデ
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ィー１５の開口上縁部に形成された凸部３７に嵌め込むことで，ロータコア２１と

ステータコア２６との同軸精度を確保している。 

【００２６】以上説明した本実施形態（１）では，ホールＩＣ２５を固定するステ

ータコア２６をモールド成形した樹脂製のカバー２４は，これを取り付ける金属製

のスロットルボディー１５に比べて熱膨張率が大きい。しかも，このカバー２４

は，スロットルボディー１５の下側部に配置されたモータ１６や減速機構２０を一

括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方向の熱変形量が大

きくなる。 

【００２７】このような事情を考慮して，本実施形態（１）では，ステータコア２

６の磁気検出ギャップ部３４をカバー２４の長手方向に延びるように形成して，こ

の磁気検出ギャップ部３４に配置したホールＩＣ２５の磁気検出方向とカバー２４

の長手方向が直交するようにしているので，ホールＩＣ２５の磁気検出方向がカバ

ー２４の短尺方向（図２では左右方向）となり，カバー２４の熱変形による磁気検

出方向の寸法変化を小さくすることができ，ステータコア２６の磁気検出方向の位

置ずれ量を小さくすることができる。これにより，カバー２４の熱変形による磁気

検出ギャップ部３４のギャップの変化やステータコア２６と磁石２２とのギャップ

の変化を小さくすることができて，磁気検出ギャップ部３４を通過する磁束密度の

変化を小さくすることができる。このため，カバー２４の熱変形によるホールＩＣ

２５の出力変動を小さく抑えることができ，スロットル開度（回転角）の検出精度

を向上することができる。 

【００２８】本発明者らは，図６（ａ）に示すように，磁石２２（ロータコア２

１）に対してステータコア２６をホールＩＣ２５の磁気検出方向と直角方向に位置

ずれさせた場合のホールＩＣ２５の出力変動と，図６（ｂ）に示すように，磁石２

２に対してステータコア２６を磁気検出方向に位置ずれさせた場合のホールＩＣ２

５の出力変動を測定した。その結果，ステータコア２６が磁気検出方向に位置ずれ

した場合［図６（ｂ）］に比べて，ステータコア２６が磁気検出方向の直角方向に
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位置ずれした場合［図６（ａ）］の方がホールＩＣ２５の出力変動量が小さいこと

が確認された。この試験結果から，本実施形態（１）のように，ホールＩＣ２５の

磁気検出方向とカバー２４の長手方向を直交させて，カバー２４の熱変形によるス

テータコア２６の磁気検出方向の位置ずれ量を小さくすれば，ホールＩＣ２５の出

力変動量を小さくできることが確認された。」 

「【図面の簡単な説明】 

【図１】本発明の実施形態（１）を示す電子スロットルシステムの縦断正面図 

【図２】電子スロットルシステムのカバーの内側に設けられた回転角検出装置の縦

断側面図 

【図６】（ａ）はステータコアがホールＩＣの磁気検出方向と直角方向に位置ずれ

した場合のホールＩＣの出力変動特性を示す図，（ｂ）はステータコアがホールＩ

Ｃの磁気検出方向に位置ずれした場合のホールＩＣの出力変動特性を示す図 

【図７】本発明の実施形態（２）を示す電子スロットルシステムの回転角検出装置

の縦断側面図 

【図８】（ａ）は従来の電子スロットルシステムの縦断正面図，（ｂ）は従来の電

子スロットルシステムの回転角検出装置の縦断側面図 
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【図１】                 【図２】 

  

【図７】 
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【図８】 

」 

(2) 以上の記載によると，本件訂正発明１について，以下のとおり認められる。 

本件訂正発明１は，磁気検出素子と磁石を用いて被検出物の回転角を検出する回

転角検出装置に関するものである（【０００１】）ところ，従来，自動車の電子ス

ロットルシステムでは，磁石とホールＩＣからなる回転角検出装置により，スロッ

トルバルブの回転角（スロットル開度）を検出していたが（【０００２】，【００

０３】），これによると，ホールＩＣを固定するステータコアをモールド成形した

樹脂製のカバーは，これを取り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張

率が大きく，また，このカバーは，スロットルボディーの下側部に配置されたモー

タや減速機構を一括して覆うように縦長の形状に形成されているため，その長手方

向の熱変形量が大きく（【０００４】），しかも，ホールＩＣの磁気検出方向（磁

気検出ギャップ部と直交する方向）とカバーの長手方向が平行になっていたため，

カバーの熱変形によって，ステータコアと磁石とのギャップが変化して，磁気検出

ギャップ部を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっていることから，カバー

の熱変形によってホールＩＣの出力が変動しやすく，回転角の検出精度が低下する
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という欠点があった（【０００５】）。 

 そのような欠点に鑑み，本件訂正発明１は，カバーの熱変形による磁気検出素子

の出力変動を小さく抑えることができ，回転角の検出精度を向上できる回転角検出

装置を提供することを目的として（【０００６】），アルミニウム製の本体ハウジ

ングの上側部にスロットルバルブを下側部にこのスロットルバルブを駆動するモー

タを配置し，この本体ハウジングの開口部をスロットルバルブ及びモータを一括し

てカバーで覆い，カバーを本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製とし，かつ，

カバーをスロットルバルブとモータとを長手方向に配置する縦長形状として，カバ

ー側に磁気検出素子を固定する場合に，該磁気検出素子をその磁気検出方向と縦長

形状のカバーの長手方向が直交するように配置したものである（【０００７】）。 

回転角検出装置は，自動車の電子スロットルシステムに用いるものであって，カ

バーと本体ハウジングとの固定が縦長形状カバーの長手方向及び短尺方向の位置ず

れが一切生じないというものではないところ，本件訂正発明１では，カバーに熱変

形による位置ずれが生じた際，縦長形状カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の

位置ずれより大きくなる位置に磁気検出素子が配置されている（【０００７】）。 

  (3) 本件訂正明細書では，「磁気検出素子」の位置について，樹脂製のカバー

にモールド成形されたステータコアに固定されることが記載されているものの（【０

００７】，【０００８】），図２，７及び８に示すほかは，カバーにおける磁気検出素

子の設置位置を具体的に特定して示す記載はない。 

 また，図６において，（ａ）はステータコアがホールＩＣの磁気検出方向と直角方

向に位置ずれした場合のホールＩＣの出力変動特性を示す図，（ｂ）はステータコア

がホールＩＣの磁気検出方向に位置ずれした場合のホールＩＣの出力変動特性を示

す図が示されているが，これは，ステータコアが磁石と位置ずれすることを前提と

して，位置ずれの方向が磁気検出方向に対して直交する場合と平行な場合との出力

変動を比較したもの（【００２８】）であり，磁気検出素子を備えたステータコアの

位置が，熱変形によってずれるか否かや，そのずれの方向を確認した実験結果又は
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その確認方法は示されていない。 

 さらに，樹脂製のカバーの形状，厚みについても，縦長形状とする（【０００７】）

ほかは，本件訂正明細書には記載がなく，これが，均質組成の平板であり，その内

部温度分布が均一なものであるか否かは明らかでない。しかも，弁論の全趣旨によ

ると，通常，熱変形は２次元的に発生するものではなく，３次元的に生ずるもので

あると解されるところ，３次元的な変形についての記載はない。 

 このほか，樹脂製カバーと金属製本体ハウジングの固定について，「このカバー２

４をスロットルボディー１５にボルト等で固定することで，ステータコア２６，ホ

ールＩＣ２５がカバー２４の内側に固定された状態で組み付けられている。」（【０

０１５】），「カバー２４の上部周縁には，ステータコア２６と同心状に円弧状凹部３

６が形成され，この円弧状凹部３６を，スロットルボディー１５の開口上縁部に形

成された凸部３７に嵌め込む」（【００２０】）との記載と図１に嵌合の様子が描かれ

ているほかは，ボルト止めの数や位置に関する記載は，本件訂正明細書にはない。 

 ２ 取消事由について 

 (1) 本件訂正発明１の課題 

 本件訂正発明１の特許請求の範囲は，前記第２の２【請求項１】記載のとおりで

あるところ，前記１(1)によると，本件訂正発明１の課題は，次のとおりであると認

められる。 

 スロットルバルブの回転角（スロットル開度）を検出する従来の回転角検出装置

において，ホールＩＣ（ホール素子（磁気検出素子）と信号増幅回路とを一体化し

たＩＣ）を固定するステータコアをモールド成形した樹脂製のカバーは，これを取

り付ける金属製のスロットルボディーに比べて熱膨張率が大きく，縦長形状に形成

されているため，その長手方向の熱変形量が大きく，しかも，ホールＩＣの磁気検

出方向（磁気検出ギャップ部と直交する方向）とカバーの長手方向が平行になって

いたため，カバーの熱変形によって，ステータコアと磁石とのギャップが変化して，

磁気検出ギャップ部を通過する磁束密度が変化しやすい構成となっていたので，カ
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バーの熱変形によってホールＩＣの出力が変動しやすく，回転角の検出精度が低下

するという欠点があった。 

そこで，本件訂正発明１は，カバーの熱変形による磁気検出素子の出力変動を小

さく抑えることができ，回転角の検出精度を向上することができる回転角検出装置

を提供することを目的とするものである。 

 上記によると， 

Ａ 樹脂製のカバーは，これを取り付ける金属製のスロットルボディー（本体ハウ

ジング）に比べて熱膨張率が大きいことにより，カバーの熱変形が生じ，スロット

ルボディー（本体ハウジング）との間にカバーの長手方向又は短尺方向の相対的な

位置ずれが生じること， 

Ｂ 縦長形状に形成されたカバーの長手方向の熱変形量が大きく，Ａの位置ずれの

長さ（延び）は，短尺方向よりも長手方向が大きいこと， 

Ｃ Ｂの位置ずれの結果，カバーに固定された磁気検出素子の位置がずれ，磁気検

出素子と金属製のスロットルボディー（本体ハウジング）に固定された磁石との間

のエアギャップが変化すること（以下「磁気検出素子と磁石との位置ずれ」ともい

う。），  

Ｄ Ｃの位置ずれは，短尺方向よりも長手方向が大きいこと， 

が備われば，当業者は，本件訂正発明１の上記課題に直面し，これを理解できると

解される。 

(2) 要件Ａ～Ｄについての判断 

ア 要件Ａ及びＢについて 

    (ｱ) 本件訂正後の請求項１には，「樹脂製」の「カバー」が「自動車の電

子スロットルシステムに使用される樹脂で成形され」，「前記カバーは，前記本体ハ

ウジングにボルトで固定され」，「樹脂製」の「カバー」は，「アルミニウム製」（す

なわち「金属製」）の「本体ハウジングより熱膨張率が大きい」ことにより，「カバ

ーの熱変形」が生じることが特定されている。 



 

- 29 - 

 また，カバーと本体ハウジングとの固定に関して，「前記カバーは前記本体ハウジ

ングにボルトで固定され」，「前記カバーは，前記本体ハウジングに対して前記カバ

ーの長手方向及び短尺方向の位置ずれ発生が皆無でなく固定され，」と記載されて

いる。 

 本件訂正明細書には，本件訂正発明１におけるカバーと本体ハウジングとの固定

に用いられるボルトにつき，ボルト止めの数や位置に関する記載がない。 

そうすると，カバーに熱変形が生じる場合であっても，ボルト止めの数や位置に

よっては，ボルトの固定力がカバーに生じる熱応力との関係において強い場合には，

２次元的な熱変形によるカバーと本体ハウジングとの間の相対的な位置ずれが，常

に生じるとは限らないと解されるが，位置ずれが起こることがあり得ることは理解

することができる。 

 しかし，カバーが２次元的に「熱変形」する場合，カバーが均質組成の平板形状

でなかったり，カバー内部の温度分布が均一でなかったりするときであっても，縦

長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて熱変形量（延び）が常に大きくなる

ということについては，本件訂正明細書に記載されておらず，そのような技術常識

があると認めるに足りる証拠もない。 

 そして，本件訂正後の請求項１にも，本件訂正明細書にも，本件訂正後の請求項

１の「カバー」が平板形状であるか否か等，その断面形状がどのような形状である

かを特定する記載はなく，カバー内部の温度分布に関する記載もない。 

 したがって，仮に，カバーが２次元的に「熱変形」することにより「カバーと本

体ハウジングとの間の相対的な位置ずれ」が生じたとしても，本件訂正後の請求項

１の記載からは，「縦長形状に形成されたカバーの長手方向の熱変形量が大きく，Ａ

の位置ずれの長さ（延び）は，短尺方向よりも長手方向が大きいこと」という要件

Ｂを充足するとはいえない。 

    (ｲ) 以上によると，本件訂正発明１においては，要件Ｂが備わっていると

はいえない。 
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 したがって，本件訂正後の請求項１の記載から，当業者が，「熱変形により縦長形

状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること」

という本件訂正発明１の課題の前提となる事実を認識し得るとはいえないから，本

件訂正発明１は，「樹脂製のカバーは，その長手方向の熱変形量が大きく，カバーの

熱変形によって，ステータコアと磁石とのギャップが変化」することを避けるとの

課題を有するものであるか不明である。 

イ 要件Ｃ及びＤについて  

(ｱ) 前記ア(ｱ)のとおり，カバーが２次元的に「熱変形」することにより

「カバーと本体ハウジングとの間の相対的な位置ずれ」が生じたとしても，縦長形

状に形成されたカバーの長手方向の熱変形量が大きく，位置ずれの長さ（延び）は，

短尺方向よりも長手方向が大きいとはいい切れないから，位置ずれの結果，カバー

に固定された磁気検出素子の位置がずれ，磁気検出素子と金属製のスロットルボデ

ィー（本体ハウジング）に固定された磁石との間のエアギャップが変化するとして

も，その位置ずれは，短尺方向よりも長手方向が大きい（要件Ｄ）とはいい切れな

い。 

(ｲ) 仮に，例えば，長方形のカバーを，その左右の長辺に沿ってそれぞれ

均等に三箇所，計六箇所をボルト等で係止した際に，熱応力とボルト固定力との関

係で，カバーの熱応力が勝ってカバーに熱変形が生じ，かつ，その熱変形量につい

て長手方向が短尺方向よりも大きい（要件Ａ及びＢを充足する）としても，左辺側

のボルトの締付けが右辺側のボルトに対して相対的に強い場合，右辺側ボルトの近

傍の位置においては，短尺方向が長手方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きく

なる可能性があると解される。 

そうすると，仮に，要件Ａ及びＢを充足したとしても，要件Ｄを充足しない場合

があり得ることになる。 

(ｳ) なお，本件訂正後の請求項１は，「前記磁気検出素子は前記カバーの

上部内側に前記磁石と同心状に配置されて，前記磁石と前記磁気検出素子との間に
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はエアギャップが形成され」ていること，「カバー」は「本体ハウジングにボルトで

固定され」ていること，「磁気検出素子」は「前記カバーの熱変形による位置ずれが

生じた際前記カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい位置に，

前記磁気検出素子の磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置さ

れ，前記カバーの熱変形による位置ずれが生じた際の磁気検出方向の位置ずれ量を

小さくしている」ことが記載されている。 

しかし，前記ア(ｱ)のとおり，ボルト止めの数や位置や，ボルトの固定力について

は，本件訂正後の請求項１において，特定されていない。そうすると，「前記カバー

の熱変形による位置ずれが生じた際前記カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の

位置ずれより大きい位置に，前記磁気検出素子の磁気検出方向と前記カバーの長手

方向が直交するように配置され」と特定されたところで，「前記カバーの熱変形によ

る位置ずれが生じた際前記カバーの長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより

大きい位置」を特定することができないし，本件訂正明細書を参酌しても，そのよ

うな位置が具体的にどこになるのか，明らかでないから，当事者において，磁気検

出素子の配置される位置を理解することができるとはいい難い。 

 そして，特定し得ない位置に磁気検出素子を配置することを前提として，当業者

が，要件Ｄを充足すると理解することはない。 

    (ｴ) 以上によると，本件訂正発明１において，要件Ｄは備わっているとは

いえない。 

したがって，本件訂正後の請求項１の記載から，当業者が「熱変形により縦長形

状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて位置ずれが大きくなること」という本件

訂正発明１の課題の前提となる事実を認識し得るとはいえないから，本件訂正発明

1は，「樹脂製のカバーは，その長手方向の位置ずれが大きく，カバーの熱変形によ

って，ステータコアと磁石とのギャップが変化」することを避けるとの課題を有す

るものであるか不明である。 

   ウ まとめ 
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以上のとおり，本件訂正発明１は，課題を認識し得ない構成を含むものであるか

ら，発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超

えたものであり，特許法３６条６項１号に規定する要件（サポート要件）を充足す

るものとはいえない。 

 また，本件訂正後の請求項２～４は，いずれも本件訂正後の請求項１を引用す

る請求項であるところ，本件訂正後の請求項２～４においては，ボルトの数や位置

について特定されておらず，磁気検出素子が配置される位置について記載されては

いるものの，その位置が具体的に特定されていないことからすると，本件訂正後の

請求項２～４も，本件訂正後の請求項１と同様に，前記の課題を有するものである

か不明であり，課題を認識し得ない構成を含むものであるから，発明の課題が解決

できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものである。 

 したがって，本件訂正発明２～４も，特許法３６条６項１号に規定する要件（サ

ポート要件）を充足するものとはいえない。 

(3) 原告の主張について 

ア 要件Ｂについて 

原告は，本件訂正により，①用途，②本体ハウジングがアルミニウム製であるこ

と，③カバーがスロットルバルブ及びモータを一括して覆うこと，④カバーを成形

する樹脂，⑤カバーがスロットルバルブとモータとを長手方向に配置する形状，⑥

ボルト固定，⑦位置ずれ発生が皆無でないこと，⑧磁気検出素子はカバーの長手方

向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きい位置に配置されること，⑨磁気検出

素子カバーの熱変形による位置ずれが生じた際の磁気検出方向の位置ずれ量を小さ

くしていることが特定されているので，カバーの断面形状の特定がなくても，本件

訂正発明において，カバーの熱変形量が短尺方向より長手方向の方が大きい点は特

定されており，要件Ｂは，本件訂正により解決されている旨主張する。 

 しかし，前記(2)ア(ｱ)のとおりであって，本件訂正発明１において，カバーの熱

変形量が短尺方向より長手方向の方が大きい点が特定されていると解することはで
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きない。 

また，カバーの断面形状の特定がなくても，熱変形量が短尺方向より長手方向の

方が大きいという技術常識を認めるに足りる証拠はないし，自動車の電子スロット

ルシステムに使用されるカバーは，エンジンルームに配置されるからといって，そ

の内部温度分布が均一であるという技術常識を認めるに足りる証拠はない。 

  イ 要件Ｄについて  

(ｱ) 原告は，本件訂正により，本件発明の用途を自動車の電子スロットル

システム用に限定し，磁気検出装置の取付位置やカバーの固定態様等を減縮修正し

たことにより，当業者の理解が異なるのであって，自動車の電子スロットルシステ

ムの当業者は，右辺側ボルト近傍で位置ずれが発生すれば，その位置ずれ量は，長

さの長い長手方向の量が短尺方向の量より大きくなると理解する旨主張する。 

 しかし，前記(2)イ(ｲ)のとおり，右辺側ボルト近傍で位置ずれが発生すれば，短

尺方向が長手方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなる可能性があるから，

原告の上記主張は，採用することができない。 

(ｲ) 原告は，ボルトが緩んだ場合，ボルト締付け力の低下はボルトの軸線

と直角な平面内で一様に生じるのであって，位置ずれはボルトが緩む結果であるか

ら，位置ずれが発生することと位置ずれの方向が全方向に及ぶこととは，実質的に

同じであり，位置ずれの量は，長さの長い長手方向の方が短尺方向より大きくなる

から，要件Ｄは，本件訂正により解決されている旨主張する。 

 しかし，位置ずれがボルトが緩むことによって生じる場合，カバーを固定する複

数のボルトのうち，特定のボルトのみが緩むのか，全部のボルトが緩むのか，緩む

としてその緩みの程度の差があるか，本件訂正明細書では特定されておらず，仮に，

３本以上のボルトのうち，特定の１本のボルトのみが相当程度緩んだ場合，カバー

の熱膨張による位置ずれが，緩んでいないボルトの近辺においても緩んでいるボル

トの近辺においても均等に生じるとは考えられないから，いかなる場合においても，

長手方向の位置ずれが短尺方向の位置ずれより大きいとは考えられず，それが当業
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者にとって技術常識であるともいえない。 

 したがって，原告の上記主張は，採用することができない。 

    (ｳ) 原告は，長期間の使用の後では，各ボルトの締付け力は平衡する旨主

張するが，仮にそうであるとしても，位置ずれの量が常に長さの長い長手方向の方

が短尺方向より大きくなるということはできないから，要件Ｄを充足しない旨の判

断を左右するものではない。 

(4) まとめ 

 以上によると，本件訂正発明１～４の特許請求の範囲の記載は特許法３６条６項

１号に規定する要件（サポート要件）を充足していないから，原告の取消事由には

理由がない。 

よって，主文のとおり判決する。 
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